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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
無線により通信する移動局装置において、
送信権を獲得するための要求の実行の指示を受け付ける送信権獲得要求実行指示受付手段
と、
送信権獲得要求実行指示受付手段により指示が受け付けられたことに応じて送信権を獲得
するための要求を実行し、当該要求により送信権を獲得することに失敗した場合には送信
権を獲得するための要求を再度実行する送信権獲得要求実行手段と、を備え、
送信権獲得要求実行指示受付手段は、機構的なストッパーを有したプレスボタンから構成
されており、当該プレスボタンが押下された場合には送信権を獲得するための要求の実行
の指示として1回の要求の実行の指示を受け付け、当該プレスボタンが押下されたままの
状態で固定された場合には送信権を獲得するための要求の実行の指示として継続的な要求
の実行の指示を受け付け、
送信権獲得要求実行手段は、1回の送信権獲得要求の実行指示が受け付けられた場合には
、送信権を獲得するための要求を1回だけ実行し、継続的な送信権獲得要求の実行指示が
受け付けられた場合には、送信権を獲得するための要求を1回実行しただけで送信権を獲
得したときを除いて、送信権を獲得するための要求を2回以上実行する、
ことを特徴とする移動局装置。
【請求項２】
無線により通信する移動局装置において、



(2) JP 4351237 B2 2009.10.28

10

20

30

40

50

送信権を獲得するための要求の実行の指示を受け付ける送信権獲得要求実行指示受付手段
と、
送信権獲得要求実行指示受付手段により指示が受け付けられたことに応じて送信権を獲得
するための要求を実行し、当該要求により送信権を獲得することに失敗した場合には送信
権を獲得するための要求を再度実行する送信権獲得要求実行手段と、を備え、
送信権獲得要求実行指示受付手段は、プレスボタンから構成され、当該プレスボタンを押
下した場合に押下の状態を維持するか否かを選択可能な機構的なストッパーを備え、
当該プレスボタンが押下された場合に、押下の状態を維持しない場合には送信権を獲得す
るための要求の実行の指示として1回の要求の実行の指示を受け付け、
当該プレスボタンが押下された場合に、押下の状態を維持する場合には送信権を獲得する
ための要求の実行の指示として継続的な要求の実行の指示を受け付け、
送信権獲得要求実行手段は、1回の送信権獲得要求の実行指示が受け付けられた場合には
、送信権を獲得するための要求を1回だけ実行し、継続的な送信権獲得要求の実行指示が
受け付けられた場合には、送信権を獲得するための要求を1回実行しただけで送信権を獲
得したときを除いて、送信権を獲得するための要求を2回以上実行する、
ことを特徴とする移動局装置。
【請求項３】
前記請求項１または請求項２に記載の移動局装置であって、
送信権を獲得するための要求を1回だけ実行するときにはその旨の情報を出力する一方、
送信権を獲得するための要求を2回以上実行するときには既に実行した送信権獲得要求の
回数の情報を出力し、送信権が獲得された場合にその旨の情報を出力し、送信権の獲得に
失敗した場合にその旨の情報を出力する情報出力手段と、
を備えたことを特徴とする移動局装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動局装置が基地局装置と単信方式により無線通信する無線通信システムに
関し、例えば、移動局装置の使用者（ユーザ）にとって、プレスボタンの押下動作（プレ
ス動作）などの送信権獲得操作を簡易化することが可能な無線通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、プレストーク方式などの単信方式（シンプレックス方式）を採用する無線通信
システムでは、移動局装置が単信方式の通話状態にあるときにユーザによりプレスボタン
が押下されて送信権を獲得するための動作（送信権獲得動作）が行われる。移動局装置で
は、送信権獲得動作を行った場合に、上位装置とのメッセージ授受を正常に行うことがで
きたときには、送信権の獲得を知らせるための音（送信権獲得音）を鳴動させて、音声送
信可能な状態となる。一方、移動局装置では、送信権獲得動作を行った場合に、上位装置
とのメッセージ授受を正常に行うことができないとき或いは送信権の獲得を拒否されたと
きには、送信権の獲得の失敗を知らせるための音（送信権獲得失敗音）を鳴動させて、音
声送信不可な状態となる。ここで、上位装置としては、基地局装置などが用いられる。
　なお、無線システムでは、空中線（エアー）の状態は電界の強弱や誤り率の高低等の影
響により常に変化しており、メッセージの授受が正常に行われないことが起こり得る。ま
た、送信権の制御を上位装置で行っているため、何らかの理由で移動局装置からの送信権
獲得の要求に対して拒否を発行することが起こり得る。
【０００３】
　図７、図８、図９には、移動局装置におけるプレスボタンの操作の一例及び移動局装置
と上位装置である基地局装置とのメッセージ授受のシーケンスの一例を示してある。
　具体的には、“移動局装置Ｎｏ．１”のユーザがプレスボタンを操作して、当該“移動
局装置Ｎｏ．１”が上位装置である“基地局装置”を介して送信権を獲得して、当該“移
動局装置Ｎｏ．１”から送信される音声が“基地局装置”を介して“他の移動局装置”に
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対して送信される場合の処理の流れを示してある。
　図７には、“移動局装置Ｎｏ．１”において、上位装置とのメッセージ授受が正常に行
われずに同期バースト授受が不成立であることが１回発生した後に、再び送信権獲得の要
求をして送信権が獲得される場合を示してある。
　図８には、“移動局装置Ｎｏ．１”において、無線情報チャネル（Ｍ＝アイドル）によ
り上位装置から送信権獲得が拒否されることが１回発生した後に、再び送信権獲得の要求
をして送信権が獲得される場合を示してある。
　図９には、“移動局装置Ｎｏ．１”において、送信停止要求により上位装置から送信権
の維持が拒否されることが１回発生した後に、再び送信権獲得の要求をして送信権が獲得
される場合を示してある。
　図７、図８、図９に示されるように、“移動局装置Ｎｏ．１”では、上位装置とのメッ
セージ授受が正常に行われないとき或いは拒否されたとき或いは送信停止させられたとき
には、ユーザによりプレスボタンを一旦放して再度プレスボタンを押下することにより、
次の処理へ移行する。
【０００４】
【非特許文献１】ＡＲＩＢ　ＳＴＤ－Ｔ６１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の無線通信システムにおける移動局装置では、上位装置とのメッセ
ージ授受が正常に行われないとき或いは拒否されたとき或いは送信停止させられたときに
は、ユーザによりプレスボタンを一旦解放して再度プレスボタンを押下しないと、次の送
信権獲得動作を行うことができないといった問題があり、ユーザの使い勝手が不十分であ
った。
　本発明は、このような従来の事情に鑑み為されたもので、移動局装置のユーザにとって
、プレスボタンの押下動作などの送信権獲得操作を簡易化することができる無線通信シス
テムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明に係る無線通信システムでは、基地局装置と複数の移
動局装置を備え、基地局装置と移動局装置とが単信方式により無線通信する構成において
、次のような構成とした。
　すなわち、移動局装置では、送信権獲得要求実行指示受付手段が、送信権を獲得するた
めの要求（送信権獲得要求）の実行の指示を受け付け、そして、送信権獲得要求実行手段
が、送信権獲得要求実行指示受付手段により指示が受け付けられたことに応じて送信権を
獲得するための要求を実行し、当該要求により送信権を獲得することに失敗した場合には
送信権を獲得するための要求を再度実行する。
　従って、移動局装置では、送信権獲得要求の実行が指示されて、送信権獲得要求が実行
された場合に、送信権の獲得に失敗したときには、再度、送信権獲得要求が実行されるた
め、例えば、移動局装置のユーザにとって、プレスボタンの押下動作などの送信権獲得操
作を簡易化することができ、ユーザの使い勝手を向上させることができる。
　ここで、送信権獲得要求実行指示受付手段としては、種々な構成が用いられてもよく、
例えば、ボタンや、キーや、マウスなどを用いることが可能である。
【０００７】
　本発明に係る無線通信システムでは、一構成例として、次のような構成とした。
　すなわち、移動局装置の送信権獲得要求実行手段は、送信権を獲得するための要求の実
行として、所定の送信権獲得要求信号を基地局装置に対して無線送信する。
　また、基地局装置では、送信権獲得要求信号受信手段が、移動局装置から無線送信され
る送信権獲得要求信号を受信し、そして、送信権獲得要求応答信号無線送信手段が、送信
権獲得要求信号受信手段により送信権獲得要求信号が受信された場合に、当該送信権獲得
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要求信号に対する応答として、所定の送信権獲得要求応答信号を移動局装置に対して無線
送信する。
　また、移動局装置では、送信権獲得要求応答信号受信手段が、基地局装置から無線送信
される送信権獲得要求応答信号を受信し、また、送信権獲得要求実行結果情報出力手段が
、送信権を獲得するための要求の実行に対する結果に関する情報を出力する。
　従って、移動局装置では、例えば、送信権獲得要求に対して送信権が獲得されたか或い
は送信権の獲得に失敗したかを示す情報や、送信権獲得要求が実行された回数或いはこれ
から送信権獲得要求が実行され得る回数を示す情報などのように、送信権獲得要求の実行
に対する結果に関する情報が出力されるため、ユーザなどに対して有効な情報を報知する
ことができる。
【０００８】
　ここで、送信権獲得要求信号としては、種々な信号が用いられてもよい。
　また、送信権獲得要求応答信号としては、種々な信号が用いられてもよく、例えば、移
動局装置に対して送信権の獲得を許可する信号や、移動局装置に対して送信権の獲得を拒
否する信号や、移動局装置に対して一旦は送信権の獲得を許可したが当該送信権の維持を
停止させる（つまり、送信権の許可を取り消す）信号などを用いることができる。
　また、送信権を獲得するための要求の実行に対する結果に関する情報としては、種々な
情報が用いられてもよい。
　また、送信権を獲得するための要求の実行に対する結果に関する情報を出力する態様と
しては、種々な態様が用いられてもよく、例えば、テキストや画像の情報を画面に表示出
力する態様や、音声の情報をスピーカから出力する態様や、情報を他の装置に対して出力
する態様などを用いることができる。
【０００９】
　本発明に係る無線通信システムでは、一構成例として、次のような構成とした。
　すなわち、移動局装置の送信権獲得要求実行手段は、送信権を獲得するための要求の実
行として、所定の送信権獲得要求信号を基地局装置に対して無線送信し、送信権の獲得を
許可する信号が基地局装置から所定の時間内に非受信であった（つまり、受信されなかっ
た）場合には、当該送信権獲得要求信号により送信権を獲得することに失敗したとみなし
て、再度、所定の送信権獲得要求信号を基地局装置に対して無線送信する。
　従って、移動局装置では、送信権が獲得されない場合には、所定の時間が経過する毎に
、送信権獲得要求を繰り返して実行することができる。
　ここで、所定の時間としては、種々な時間が用いられてもよい。
【００１０】
　また、一構成例として、移動局装置の送信権獲得要求実行手段は、送信権獲得要求実行
指示受付手段により受け付けられる１回の指示に対して、送信権を獲得するための要求の
再実行（再度実行）を最大で所定の回数まで行う。なお、移動局装置の送信権獲得要求実
行手段は、当該所定の回数に達しなくとも、途中で送信権が獲得された場合には、例えば
、以降の送信権獲得要求の実行を中止する。
　従って、移動局装置では、例えばユーザの操作による１回の指示に対して、送信権獲得
要求の再実行を最大で所定の回数行うことにより、ユーザの使い勝手を向上させることが
できる。
　ここで、所定の回数としては、種々な回数が用いられてもよい。
【００１１】
　本発明に係る移動局装置では、次のような構成により、無線により通信する。
　すなわち、送信権獲得要求実行指示受付手段が、送信権を獲得するための要求の実行の
指示を受け付け、そして、送信権獲得要求実行手段が、送信権獲得要求実行指示受付手段
により指示が受け付けられたことに応じて送信権を獲得するための要求を実行し、当該要
求により送信権を獲得することに失敗した場合には送信権を獲得するための要求を再度実
行する。
　従って、送信権獲得要求の実行が指示されて、送信権獲得要求が実行された場合に、送
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信権の獲得に失敗したときには、再度、送信権獲得要求が実行されるため、例えば、移動
局装置のユーザにとって、プレスボタンの押下動作などの送信権獲得操作を簡易化するこ
とができ、ユーザの使い勝手を向上させることができる。
【００１２】
　本発明に係る移動局装置では、一構成例として、次のような構成とした。
　すなわち、送信権獲得要求実行指示受付手段は、１回送信権獲得要求実行指示受付手段
と、継続的送信権獲得要求実行指示受付手段を有している。
　１回送信権獲得要求実行指示受付手段は、送信権を獲得するための要求の実行の指示と
して、１回の要求の実行の指示を受け付ける。
　継続的送信権獲得要求実行指示受付手段は、送信権を獲得するための要求の実行の指示
として、継続的な要求の実行の指示を受け付ける。
　そして、送信権獲得要求実行手段は、１回送信権獲得要求実行指示受付手段により指示
が受け付けられた場合には、送信権を獲得するための要求を１回だけ実行し、継続的送信
権獲得要求実行指示受付手段により指示が受け付けられた場合には、送信権を獲得するた
めの要求を１回実行しただけで送信権を獲得したときを除いて、送信権を獲得するための
要求を２回以上実行する。
　従って、例えばユーザからの指示の種類に応じて、送信権獲得要求を１回だけ実行する
処理、或いは、送信権獲得要求を１回実行しただけでは送信権が獲得されなかった場合に
は継続して送信権獲得要求を再実行する処理が行われる。ユーザはこれらの処理を任意に
選択して指示することができ、ユーザにとって非常に便利である。
　ここで、１回送信権獲得要求実行指示受付手段や、継続的送信権獲得要求実行指示受付
手段としては、それぞれ種々なものが用いられてもよく、例えば、これらが一体として構
成されてもよく、或いは、別体として構成されてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　以上説明したように、本発明に係る無線通信システムによると、基地局装置と移動局装
置とが無線通信する構成において、移動局装置では、例えばユーザから送信権を獲得する
ための要求（送信権獲得要求）の実行の指示を受け付けたことに応じて送信権を獲得する
ための要求を実行し、当該要求により送信権を獲得することに失敗した場合には送信権を
獲得するための要求を再度実行するようにしたため、例えば、移動局装置のユーザにとっ
て、プレスボタンの押下動作などの送信権獲得操作を簡易化することができ、ユーザの使
い勝手を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明に係る実施例を図面を参照して説明する。
　本実施例では、無線通信システムである［ＡＲＩＢ　ＳＴＤ－Ｔ６１］のＦＤＭＡ（Fr
equency Division Multiple Access）狭帯域デジタル移動通信システムに本発明を適用し
た場合を示す。
　図１には、本実施例に係る無線通信システムの構成例を示してある。
　本実施例に係る無線通信システムには、基地局装置１と、複数の移動局装置（移動局装
置Ｎｏ．１～移動局装置Ｎｏ．８）Ｐ１～Ｐ８が備えられている。
　なお、図１の例では、基地局装置１の通信領域（基地ゾーン）Ｚの内に存在する移動局
装置（移動局装置Ｎｏ．１～移動局装置Ｎｏ．６）Ｐ１～Ｐ６が当該基地局装置１の通信
対象となり、基地局装置１の通信領域Ｚ１の外に存在する移動局装置（移動局装置Ｎｏ．
７、移動局装置Ｎｏ．８）Ｐ７、Ｐ８は当該基地局装置１の通信対象とはならない。
【００１５】
　基地局装置１は、無線により信号を送信する送信アンテナ１１と、無線により信号を受
信する受信アンテナ１２と、無線通信（送信や受信）のための処理を行う無線装置１３と
、各種の制御を行う制御装置１４と、指令者により各種の指令を行うことが可能な複数の
指令卓２１～２３を備えている。
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　基地局装置１では、例えば、２以上の移動局装置Ｐ１～Ｐ６の間で行われる通信を中継
することや、指令卓２１～２３により受け付けられた指令などを移動局装置Ｐ１～Ｐ６へ
送信することや、移動局装置Ｐ１～Ｐ６からの応答などを指令卓２１～２３へ送信するこ
とや、２以上の移動局装置Ｐ１～Ｐ６についてプレストーク方式によるグループ通信を実
行することなどが行われる。
　また、移動局装置Ｐ１～Ｐ８としては、人（ユーザ）により携帯することが可能な携帯
型の装置や、タクシーや宅配車や運搬車などの自動車に設置される装置などとして構成さ
れる。
【００１６】
　本実施例では、図１に示される無線通信システムにおいて、プレストーク方式を使用し
た単信方式によるグループ通信（単信グループ通信）を行う場合を例として説明する。
　例えば、移動局装置（移動局装置Ｎｏ．１）Ｐ１のプレスボタンの押下により単信グル
ープ通信の呼出をかけた際に、移動局装置（移動局装置Ｎｏ．２）Ｐ２及び移動局装置（
移動局装置Ｎｏ．３）Ｐ３がプレスボタンの解放状態で通話に参加している場合には、移
動局装置Ｐ１のプレスボタンの押下により上位装置である基地局装置１とのメッセージ授
受が正常に行われたときには、移動局装置Ｐ１は送信可能な状態（送信状態）となり、他
の移動局装置Ｐ２、Ｐ３は受信状態となる。その後、移動局装置Ｐ１のプレスボタンが放
されると、上位装置である基地局装置１とのメッセージ授受の後に、３つの移動局装置Ｐ
１、Ｐ２、Ｐ３の全てにおいてプレスボタンが解放状態となる。
　一方、移動局装置Ｐ１のプレスボタンが押下された場合に、上位装置である基地局装置
１とのメッセージ授受が正常に行われないとき或いは拒否されたときには、移動局装置Ｐ
１は送信不可な状態となる。このとき、本実施例では、移動局装置Ｐ１のプレスボタンが
例えば機構的或いは電気的に押下された状態を維持したままで、移動局装置Ｐ１が、再度
、上位装置である基地局装置１とのメッセージ授受を試みる機能を有しており、これによ
りメッセージ授受が正常に行われた場合には、移動局装置Ｐ１は送信可能な状態となる。
【００１７】
　このように、本実施例に係る無線通信システムでは、指令卓２１～２３と制御装置１４
とが接続された少なくとも１つの基地局装置１と、当該基地局装置１と無線通信を行う複
数の移動局装置Ｐ１～Ｐ８を備えて、プレストーク方式によりデジタル無線通信を行う構
成において、任意の移動局装置Ｐ１～Ｐ８において例えばユーザによるプレスボタンの押
下により送信権の獲得を要求する旨の信号を送出する機能や、送信権の獲得を要求した移
動局装置Ｐ１～Ｐ８において当該送信権の獲得が所定の時間為されない場合には送信権の
獲得を要求する旨の信号を再度送出する機能を備える。
　また、本実施例に係る無線通信システムでは、送信権の獲得を要求した移動局装置Ｐ１
～Ｐ８において、当該送信権の獲得が所定の時間為されない場合には送信権の獲得を要求
する旨の信号を再度送出する動作を、上位装置である基地局装置１から送信権の獲得が為
された旨の信号を受信するまで、所定の回数行う機能を備える。
【００１８】
　また、本実施例に係る移動局装置Ｐ１～Ｐ８は、送信権の獲得を要求したことに応じて
、基地局装置１から送信権の獲得が為された旨の信号を受信した場合にはその旨を例えば
ユーザに対して報知する機能を有している。
　また、本実施例に係る移動局装置Ｐ１～Ｐ８は、送信権の獲得を要求したが、例えば、
基地局装置１との通信が正常に行われないために或いは基地局装置１により拒否などされ
たために、送信権を獲得することができないような場合に、その旨を例えばユーザに対し
て報知する機能を有している。
　また、本実施例に係る移動局装置Ｐ１～Ｐ８は、例えば、基地局装置１が送信権獲得の
拒否を継続するときに送信権の獲得を与えない旨の信号を定期的に送出するような場合に
、当該送信権の獲得を与えない旨の信号を受信したことに応じて、その旨を例えばユーザ
に対して報知する機能を有している。
　なお、移動局装置Ｐ１～Ｐ８では、送信権の獲得が為された場合と、送信権の獲得が為
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されなかった場合とで、別の報知内容が用いられる。
　従って、本例の無線通信システムでは、移動局装置Ｐ１～Ｐ８において、例えばプレス
ボタンが押下されたまま、次の送信権獲得動作を継続して行うことができ、ユーザにとっ
て使い勝手が良い。これにより、例えば、デジタル無線システムにおいて、移動局装置Ｐ
１～Ｐ８が単信方式の通話状態であるときに、移動局装置Ｐ１～Ｐ８のプレスボタンの押
下動作（プレス動作）に関する操作を簡略化することができる。
【００１９】
　ここで、移動局装置Ｐ１～Ｐ８のプレスボタンの１回の押下に対して、プレスボタンの
押下状態を維持したまま送信権獲得動作を繰り返して行う回数や、或る送信権獲得動作と
次の送信権獲得動作との間の期間をどれくらいの程度（時間）に設定するかについては、
例えば、システムの使用状況などに応じて適当な値に調整するのが好ましい。
　また、本実施例では、送信権の制御を上位装置である基地局装置１により行う場合を示
したが、送信権の制御を行う上位装置としては、基地局装置ばかりでなく、回線制御装置
などの種々な装置が用いられてもよい。
　また、移動局装置Ｐ１～Ｐ８としては、種々なものが用いられてもよく、例えば、携帯
機、車載機、可搬機、固定機、半固定機などを用いることが可能である。
　また、本発明は種々な無線通信システムに適用されてもよく、例えば、タクシー無線シ
ステム、宅配無線システム、遠隔監視無線システム、構内無線システム、列車無線システ
ムなどに適用することが可能である。一例として、指令卓２１～２３により列車無線の駅
指令卓を構成して、移動局装置Ｐ１～Ｐ８の機能を列車の車両内の運転席に設けて、指令
卓２１～２３と移動局装置Ｐ１～Ｐ８との通信を行うようなシステムに適用することも可
能である。
【実施例１】
【００２０】
　本発明の第１実施例を説明する。
　図２を参照して、移動局装置（移動局装置Ｎｏ．１）Ｐ１におけるプレスボタンの操作
の一例及び移動局装置Ｐ１と上位装置である基地局装置１とのメッセージ授受のシーケン
スの一例を説明する。
　本例では、“移動局装置Ｎｏ．１”のユーザがプレスボタンを操作して、当該“移動局
装置Ｎｏ．１”が上位装置である“基地局装置”を介して送信権を獲得して、当該“移動
局装置Ｎｏ．１”から送信される音声が“基地局装置”を介して“他の移動局装置”に対
して送信される場合の処理の流れを示してある。
　また、本例では、“移動局装置Ｎｏ．１”において、上位装置である“基地局装置”と
のメッセージ授受が正常に行われずに同期バースト授受が不成立であることが１回発生し
た後に、再び送信権獲得の要求をして送信権が獲得される場合を示してある。
　なお、ｎを１以上の数値として、“ＳＢｎ”は同期確立用のバースト信号（同期バース
ト信号）を表している。また、“ＲＩＣＨ”は無線情報チャネルの信号を表しており、“
Ｆ”は例えば“通信”といった無線チャネル構造識別を表しており、“Ｍ”は例えば“ア
イドル”や“音声”といった通信モード識別を表している。また、“送信権解放”は無線
管理メッセージ（レイヤ３信号）の信号を表している。
【００２１】
　図２に示される通信処理の手順を具体的に説明する。
　まず、“移動局装置Ｎｏ．１”のプレスボタンが押下されていないオフ（ＯＦＦ）の状
態にあるときに、“基地局装置”と単信グループ通信に参加する全ての移動局装置（“移
動局装置Ｎｏ．１”及び“他の移動局装置”）との間で通信される“ＲＩＣＨ（Ｆ＝通信
、Ｍ＝アイドル）”によりアクセス許可状態となっており、いずれの移動局装置に対して
も送信権が与えられていないとする。
　このとき、“移動局装置Ｎｏ．１”のプレスボタンがユーザにより押下されてオン（Ｏ
Ｎ）の状態となると、“移動局装置Ｎｏ．１”は、“基地局装置”に対して、送信権を獲
得する要求を行うための同期バースト信号“ＳＢ２”を無線送信する。これに対して、本
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例では、“移動局装置Ｎｏ．１”において、送信権を付与する旨の同期バースト信号“Ｓ
Ｂ３”を“基地局装置”から正常に受信することができなかったとする。
　すると、“移動局装置Ｎｏ．１”では、送信権を獲得することが失敗した旨をユーザに
対して知らせるための音（送信権獲得失敗音）を鳴動させ、上記において押下されたプレ
スボタンの押下状態を例えば機構的或いは電気的に維持する。
【００２２】
　その後、“移動局装置Ｎｏ．１”は、プレスボタンの押下状態が維持されていることに
応じて、所定の時間が経過したタイミングで、再び、“基地局装置”に対して、送信権を
獲得する要求を行うための同期バースト信号“ＳＢ２”を無線送信する。これに対して、
“移動局装置Ｎｏ．１”において、送信権を付与する旨の同期バースト信号“ＳＢ３”を
“基地局装置”から正常に受信すると、その応答となる同期バースト信号“ＳＢ４”を“
基地局装置”に対して無線送信する。これにより、“基地局装置”は、各移動局装置（“
移動局装置Ｎｏ．１”及び“他の移動局装置”）に対して、“ＲＩＣＨ（Ｆ＝通信、Ｍ＝
音声）”を無線送信して、音声通信状態とする。
　すると、“移動局装置Ｎｏ．１”では、送信権を獲得した旨をユーザに対して知らせる
ための音（送信権獲得音）を鳴動させ、ユーザにより音声を送信することが可能な状態と
なる。“移動局装置Ｎｏ．１”において例えばユーザからマイクなどにより入力された音
声は、“基地局装置”へ無線送信され、当該音声は“基地局装置”から単信グループ通信
に参加している“他の移動局装置”へ無線送信される。
【００２３】
　その後、“移動局装置Ｎｏ．１”のプレスボタンの押下状態が例えばユーザにより或い
は自動的に停止させられて当該プレスボタンが解放されてオフ（ＯＦＦ）の状態となると
、“移動局装置Ｎｏ．１”は、送信権を解放する旨の信号（“送信権解放”）を“基地局
装置”に対して無線送信する。これにより、“基地局装置”は、各移動局装置（“移動局
装置Ｎｏ．１”及び“他の移動局装置”）に対して、“ＲＩＣＨ（Ｆ＝通信、Ｍ＝アイド
ル）”を無線送信して、アクセス許可状態とする。
　このように、本例の移動局装置Ｐ１～Ｐ８では、上位装置とのメッセージ授受が正常に
行われないときにおいても、プレスボタンの押下状態を維持したまま、次の送信権獲得動
作へ移行することができる。
【実施例２】
【００２４】
　本発明の第２実施例を説明する。
　図３を参照して、移動局装置（移動局装置Ｎｏ．１）Ｐ１におけるプレスボタンの操作
の一例及び移動局装置Ｐ１と上位装置である基地局装置１とのメッセージ授受のシーケン
スの一例を説明する。
　ここで、本例では、図２に示されるシーケンスと異なる部分のみを詳しく説明し、同様
な部分については説明を省略或いは簡略化する。
　本例では、“移動局装置Ｎｏ．１”において、無線情報チャネル（Ｍ＝アイドル）によ
り上位装置である“基地局装置”から送信権獲得が拒否されることが１回発生した後に、
再び送信権獲得の要求をして送信権が獲得される場合を示してある。
【００２５】
　具体的には、本例では、“移動局装置Ｎｏ．１”のプレスボタンがユーザにより押下さ
れてオン（ＯＮ）の状態となって、“移動局装置Ｎｏ．１”が、“基地局装置”に対して
、送信権を獲得する要求を行うための同期バースト信号“ＳＢ２”を無線送信した場合に
、“基地局装置”から送信権を付与する旨の同期バースト信号“ＳＢ３”が無線送信され
、“移動局装置Ｎｏ．１”からその応答となる同期バースト信号“ＳＢ４”が無線送信さ
れるが、その後、“基地局装置”から“ＲＩＣＨ（Ｆ＝通信、Ｍ＝アイドル）”が無線送
信されて、送信権の付与が拒否される。すると、“移動局装置Ｎｏ．１”では、送信権を
獲得することが失敗した旨をユーザに対して知らせるための音（送信権獲得失敗音）を鳴
動させ、上記において押下されたプレスボタンの押下状態を例えば機構的或いは電気的に
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維持する。
　このように、本例の移動局装置Ｐ１～Ｐ８では、上位装置により送信権獲得の要求が拒
否されたときにおいても、プレスボタンの押下状態を維持したまま、次の送信権獲得動作
へ移行することができる。
【実施例３】
【００２６】
　本発明の第３実施例を説明する。
　図４を参照して、移動局装置（移動局装置Ｎｏ．１）Ｐ１におけるプレスボタンの操作
の一例及び移動局装置Ｐ１と上位装置である基地局装置１とのメッセージ授受のシーケン
スの一例を説明する。
　ここで、本例では、図２に示されるシーケンスと異なる部分のみを詳しく説明し、同様
な部分については説明を省略或いは簡略化する。
　本例では、“移動局装置Ｎｏ．１”において、送信停止要求により上位装置である“基
地局装置”から送信権の維持が拒否されることが１回発生した後に、再び送信権獲得の要
求をして送信権が獲得される場合を示してある。
　なお、“送信停止要求”は、無線管理メッセージ（レイヤ３信号）の信号を表している
。
【００２７】
　具体的には、本例では、“移動局装置Ｎｏ．１”のプレスボタンがユーザにより押下さ
れてオン（ＯＮ）の状態となって、“移動局装置Ｎｏ．１”が、“基地局装置”に対して
、送信権を獲得する要求を行うための同期バースト信号“ＳＢ２”を無線送信した場合に
、“基地局装置”から送信権を付与する旨の同期バースト信号“ＳＢ３”が無線送信され
、“移動局装置Ｎｏ．１”からその応答となる同期バースト信号“ＳＢ４”が無線送信さ
れ、“基地局装置”から“ＲＩＣＨ（Ｆ＝通信、Ｍ＝音声）”が無線送信されるが、その
後、“基地局装置”から“送信停止要求”が無線送信されて、送信権の維持が拒否される
。すると、“移動局装置Ｎｏ．１”では、送信権を獲得することが失敗した旨をユーザに
対して知らせるための音（送信権獲得失敗音）を鳴動させ、上記において押下されたプレ
スボタンの押下状態を例えば機構的或いは電気的に維持する。
　このように、本例の移動局装置Ｐ１～Ｐ８では、上位装置からの送信停止要求により送
信権獲得の要求が拒否されたときにおいても、プレスボタンの押下状態を維持したまま、
次の送信権獲得動作へ移行することができる。
【実施例４】
【００２８】
　本発明の第４実施例を説明する。
　本例では、移動局装置Ｐ１～Ｐ８としてパトロール車が用いられる場合の具体例を示す
。
　図５には、“パトロール車Ｎｏ．１”におけるプレスボタンの操作の一例及び“パトロ
ール車Ｎｏ．１”と上位装置である“基地局装置”とのメッセージ授受のシーケンスの一
例を示してある。
　ここで、図５に示されるシーケンスは、概略的には、図２に示されるシーケンスと同様
であり、単信グループ通信を行う“移動局装置Ｎｏ．１”として“パトロール車Ｎｏ．１
”が用いられており、単信グループ通信を行う“他の移動局装置”として“他のパトロー
ル車”が用いられている。
　本例では、図２に示されるシーケンスと異なる部分のみを詳しく説明し、同様な部分に
ついては説明を省略或いは簡略化する。
【００２９】
　まず、図５の例では、グループ通信が確立しており、当該グループ通信に数台のパトロ
ール車が引き込まれている状態である。
　このとき、“パトロール車Ｎｏ．１”では、弱電界エリアを移動中にプレスボタンが押
下されて送信権獲得要求を“基地局装置”に対して実行したが、弱電界であるために“基
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地局装置”からの同期バースト信号“ＳＢ３”の受信を正常に認識することができず、送
信権獲得失敗音を鳴動させて、再度、送信権獲得要求を実行した。
　ここで、本例では、“移動局装置Ｎｏ．１”において、“基地局装置”に対して送信権
を獲得する要求を行うための同期バースト信号“ＳＢ２”を無線送信した後に、“基地局
装置”から送信権を付与する旨の同期バースト信号“ＳＢ３”を受信するために待機する
受信待ちのタイマ値を４００ｍｓｅｃに設定している。つまり、“移動局装置Ｎｏ．１”
では、同期バースト信号“ＳＢ２”を無線送信した時点から経過時間（タイマ）をカウン
トし、４００ｍｓｅｃが経過した時点で同期バースト信号“ＳＢ３”が受信されていなけ
れば、受信待ちの時間切れ（タイムアウト）として、受信待ち状態を停止する。本例にお
いて、このような設定値とした理由は、正常状態であれば、同期バースト信号“ＳＢ２”
を無線送信した時点から１２０ｍｓｅｃ～１６０ｍｓｅｃの後に同期バースト信号“ＳＢ
３”を受信することができることから、この時間の約２倍の値としている。
【００３０】
　また、本例では、“移動局装置Ｎｏ．１”において、送信権獲得要求（本例では、同期
バースト信号“ＳＢ２”の送信）を繰り返して実行する最大の回数としては、５回に設定
している。つまり、“移動局装置Ｎｏ．１”では、プレスボタンが押下されて同期バース
ト信号“ＳＢ２”を無線送信したが同期バースト信号“ＳＢ３”が受信されなかった場合
には、繰り返し回数である５回を設定し、最大で５回まで送信権獲得要求を再度実行し、
５回の間に同期バースト信号“ＳＢ３”が受信されなかった場合には、プレスボタンを解
放状態として、送信権獲得要求の実行を停止する。本例において、このような設定値とし
た理由は、パトロール車では通常移動しながら通話が行われることから、一時的な悪条件
（弱電界等）エリアを脱するのに要する時間が数秒程度であるためである。
　また、本例では、“移動局装置Ｎｏ．１”において、送信権を獲得して音声送信が可能
な状態となるときに、３０００ｍｓｅｃのタイマ値が設定されて、その時間内で音声送信
が行われる。
【実施例５】
【００３１】
　本発明の第５実施例を説明する。
　本例では、移動局装置Ｐ１～Ｐ８に備えられるプレスボタンなどの操作スイッチの構成
例や、移動局装置Ｐ１～Ｐ８に備えられる表示画面による表示出力内容の例を示す。
　まず、移動局装置Ｐ１～Ｐ８に備えられる操作スイッチの構成例を示す。
　各移動局装置Ｐ１～Ｐ８には、送信権獲得要求を最大で２回以上実行させるための操作
スイッチ（押下継続スイッチ）が備えられており、また、例えば、送信権獲得要求を１回
だけ実行させるための操作スイッチ（押下１回スイッチ）が当該押下継続スイッチと一体
或いは別体で備えられていてもよい。
【００３２】
　一例として、機構的なストッパーを有したプレスボタンのスイッチにより、押下継続ス
イッチと押下１回スイッチを一体として構成することができる。具体例としては、Ｌ字型
のプレスボタンを設けて、そのＩ字型の部分を通常のプレスボタンのように使用するとと
もに、Ｉ字に対するＬ字の突起部分を係止部として使用して、移動局装置Ｐ１～Ｐ８の筐
体には当該係止部と嵌合する孔部を設ける。そして、ユーザの操作により、当該プレスボ
タンを筐体に対して垂直方向に押下することが可能であるとともに、当該プレスボタンを
押下したままの状態で筐体に対して水平方向にずらすことにより、当該プレスボタンの係
止部が筐体の孔部に入って当該プレスボタンが押下されたままの状態で固定されることが
可能である。
　ユーザにより当該プレスボタンが押下された場合には、当該プレスボタンは筐体に設け
られたバネ機能により押下状態が解放されて、移動局装置Ｐ１～Ｐ８では送信権獲得要求
が１回だけ実行される。また、ユーザにより当該プレスボタンが押下されるとともにずら
されて、当該プレスボタンが係止部により押下されたままの状態で固定された場合には、
移動局装置Ｐ１～Ｐ８では設定された条件に従って継続的な送信権獲得要求の処理が実行
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される。ここで、継続的な送信権獲得要求の処理としては、例えば、図２～図５に示され
るような処理が実行される。
【００３３】
　他の一例として、スイッチが押下されているとみなす状態を電気的に維持する機能を有
したプレスボタンのスイッチにより、押下継続スイッチと押下１回スイッチを一体として
構成することができる。具体例としては、Ｉ字型のプレスボタンを設けて、１度だけ押下
（ワンクリック）された状態と、２度連続して押下（ダブルクリック）された状態とを識
別する。
　ユーザにより当該プレスボタンが１度だけ押下された場合には、移動局装置Ｐ１～Ｐ８
では送信権獲得要求が１回だけ実行される。また、ユーザにより当該プレスボタンが２度
連続押下された場合には、移動局装置Ｐ１～Ｐ８では設定された条件に従って継続的な送
信権獲得要求の処理が実行される。
　なお、押下継続スイッチや、押下１回スイッチとしては、それぞれ、種々なものが用い
られてもよい。
【００３４】
　次に、移動局装置Ｐ１～Ｐ８に備えられる表示画面による表示出力内容の例を示す。
　図６（Ａ）には、押下１回スイッチが操作された場合に移動局装置Ｐ１～Ｐ８の表示画
面に表示出力される情報内容の一例を示してある。
　本例では、“送信権獲得要求中”である旨や、“（１回）”だけ送信権獲得要求を実行
する処理である旨が表示されている。
　図６（Ｂ）には、押下継続スイッチが操作された場合に移動局装置Ｐ１～Ｐ８の表示画
面に表示出力される情報内容の一例を示してある。
　本例では、“送信権獲得要求中”である旨や、送信権が得られなければ“（連続）”し
て継続的に送信権獲得要求を実行する処理である旨や、既に実行した送信権獲得要求の回
数或いはこれから送信権獲得要求が実行され得る残りの回数などを示す“繰り返し回数　
３”が表示されている。
　図６（Ｃ）には、送信権が獲得された場合に移動局装置Ｐ１～Ｐ８の表示画面に表示出
力される情報内容の一例を示してある。
　本例では、送信権が獲得された旨“送信権を獲得しました”が表示されている。
　図６（Ｄ）には、送信権の獲得に失敗した場合に移動局装置Ｐ１～Ｐ８の表示画面に表
示出力される情報内容の一例を示してある。
　本例では、送信権が獲得されなかった旨“送信権を獲得できませんでした”が表示され
ている。
　なお、移動局装置Ｐ１～Ｐ８の表示画面に表示出力される情報内容としては、種々なも
のが用いられてもよい。
【００３５】
　ここで、以上に示した本実施例に係る無線通信システムの移動局装置Ｐ１～Ｐ８では、
押下１回スイッチの機能から成る１回送信権獲得要求実行指示受付手段や、押下継続スイ
ッチの機能から成る継続的送信権獲得要求実行指示受付手段により、送信権獲得要求指示
受付手段が構成されている。また、本実施例に係る移動局装置では、送信権獲得要求信号
の一例である同期バースト信号“ＳＢ２”を無線送信する機能や、送信権の獲得に失敗し
た場合に送信権獲得要求信号を再度無線送信する機能により、送信権獲得要求実行手段が
構成されている。
　また、本実施例に係る無線通信システムの基地局装置１では、移動局装置Ｐ１～Ｐ８か
らの送信権獲得要求信号を受信する機能により送信権獲得要求信号受信手段が構成されて
おり、送信権獲得要求応答信号の例である“ＲＩＣＨ（Ｆ＝通信、Ｍ＝音声）”や“ＲＩ
ＣＨ（Ｆ＝通信、Ｍ＝アイドル）”や“送信停止要求”の信号を無線送信する機能により
送信権獲得要求応答信号無線送信手段が構成されている。
　また、本実施例に係る移動局装置Ｐ１～Ｐ８では、基地局装置１からの送信権獲得要求
応答信号を受信する機能により送信権獲得要求応答信号受信手段が構成されており、送信
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果情報出力手段が構成されている。
【００３６】
　ここで、本発明に係る無線通信システムや基地局装置や移動局装置などの構成としては
、必ずしも以上に示したものに限られず、種々な構成が用いられてもよい。また、本発明
は、例えば、本発明に係る処理を実行する方法或いは方式や、このような方法や方式を実
現するためのプログラムや当該プログラムを記録する記録媒体などとして提供することも
可能であり、また、種々な装置やシステムとして提供することも可能である。
　また、本発明の適用分野としては、必ずしも以上に示したものに限られず、本発明は、
種々な分野に適用することが可能なものである。
　また、本発明に係る無線通信システムや基地局装置や移動局装置などにおいて行われる
各種の処理としては、例えばプロセッサやメモリ等を備えたハードウエア資源においてプ
ロセッサがＲＯＭ（Read Only Memory）に格納された制御プログラムを実行することによ
り制御される構成が用いられてもよく、また、例えば当該処理を実行するための各機能手
段が独立したハードウエア回路として構成されてもよい。
　また、本発明は上記の制御プログラムを格納したフロッピー（登録商標）ディスクやＣ
Ｄ（Compact Disc）－ＲＯＭ等のコンピュータにより読み取り可能な記録媒体や当該プロ
グラム（自体）として把握することもでき、当該制御プログラムを当該記録媒体からコン
ピュータに入力してプロセッサに実行させることにより、本発明に係る処理を遂行させる
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明に係る無線通信システムの構成例を示す図である。
【図２】本発明の第１実施例に係る無線通信システムにおいて行われる処理の手順の　　
一例を示す図である。
【図３】本発明の第２実施例に係る無線通信システムにおいて行われる処理の手順の　　
一例を示す図である。
【図４】本発明の第３実施例に係る無線通信システムにおいて行われる処理の手順の　　
一例を示す図である。
【図５】本発明の第４実施例に係る無線通信システムにおいて行われる処理の手順の　　
一例を示す図である。
【図６】（Ａ）～（Ｄ）は本発明の第５実施例に係る画面表示の一例を示す図である　　
。
【図７】プレストーク方式による通信手順の一例を示す図である。
【図８】プレストーク方式による通信手順の一例を示す図である。
【図９】プレストーク方式による通信手順の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００３８】
　１・・基地局装置、　１１・・送信アンテナ、　１２・・受信アンテナ、　１３・・無
線装置、　１４・・制御装置、　２１～２３・・指令卓、　Ｐ１～Ｐ８・・移動局装置、
　Ｚ・・基地ゾーン、
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